
　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
か
ら
60
歳

ま
で
の
人
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

就
職
、
退
職
、
婚
姻
な
ど
に
よ
り
加

入
す
る
種
類
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
手
続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　

口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

定
期
的
に
納
め
ま
す
。
手
間
が
か
か
ら

ず
、納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
現
金
納
付

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付

書
を
使
用
し
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
ま
す
。

※
ど
ち
ら
の
納
付
方
法
も
、
一
括
で
保

険
料
を
納
め
る
と
割
引
に
な
る
前
納

割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は
…

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
未
納
の

ま
ま
に
せ
ず
免
除
・
猶
予
制
度
を
利
用

し
ま
し
ょ
う
。

将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
に
は
…

定
額
保
険
料
（
令
和
４
年
度
は
月
額

１
６
，
５
９
０
円
）
に
加
え
、
付
加
保

険
料
（
月
額
４
０
０
円
）を
納
め
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ

さ
れ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
付
加

保
険
料
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た
と
き

の「
老
齢
基
礎
年
金
」の
ほ
か「
障
害
基

礎
年
金
」や「
遺
族
基
礎
年
金
」が
あ
り

ま
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
住
民
課
住
民
係
☎

（64）
８
３
１
４

世
代
と
世
代
の

世
代
と
世
代
の

　
　
　

支
え
合
い
の
仲
間
へ

　
　
　

支
え
合
い
の
仲
間
へ

■
問
い
合
わ
せ

　

・
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

☎
０
５
７
０
ー
０
５
ー
１
１
６
５

　

・
高
崎
年
金
事
務
所（
代
表
）

　
　

☎
０
２
７
ー
３
２
２
ー
４
２
９
９

学生納付
特例制度

学生本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料の納
付が猶予されます。対象は、学校教育法に規定する大学・大学
院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校
（修業年限が１年以上の課程）などに在学する人です。

納　　付
猶予制度

学生ではない50歳未満の人で、働いていないなどの理由で生活
に余裕がない場合に、本人・配偶者それぞれの所得が一定額以
下の人は、保険料の納付が猶予されます。

免除制度
失業や災害など経済的な理由で保険料を納めることが難しい場
合、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定額以下の人は
全額もしくは保険料の一部が免除されます。

老
齢
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

源
泉
徴
収
票
が
送
ら
れ
ま
す

　

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
、
１
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
か
け
て「
令
和
４
年
分
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」が
送
ら

れ
ま
す
。
源
泉
徴
収
票
は
、
昨
年
中

に
支
払
わ
れ
た
年
金
額
や
年
金
か
ら

差
し
引
い
た
税
額
・
控
除
の
内
容
な

ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　

年
金
の
ほ
か
に
収
入
が
あ
る
な
ど

の
理
由
で
確
定
申
告
を
す
る
人
は
、

申
告
手
続
き
の
際
に
こ
の
源
泉
徴
収

票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■ 免除・猶予制度

納
付
方
法

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

今の
“まさか”に

将来の
“まさか”に

老後の
“安心”に

障害基礎年金

病気やけがな
どで障がい者
になった際に
受け取る年金

遺族基礎年金

一家の働き手
が亡くなった
際に、家族や
子どもが受け
取る年金

老齢基礎年金

65歳 になっ
たら生活費の
一部として受
け取る年金

　

上
記
の
国
民
年
金
制
度
の

内
容
や
メ
リ
ッ
ト
な
ど
に
関

す
る
動
画
は
こ
ち
ら
⬇
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